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補論　家族主義 と戦後 の社会保障制度

は じ め に

　 1938年 に国家総動員法が成立 し,名 実 ともに日本 は戦時体制 に突入 し

た1)。戦争計画 自体は,総 合国策機関である企画院2)を中心 に立案 されてい

くが,厚 生省の設立 もその一環であった。 それ と前後 して,現 代まで引き継

がれている社会保障制度の多 くが創設 されていった。日本の社会保障制度の

大部分が準戦時ない し戦時下にかけて戦争計画の一環 として立案実施されて

いった ということができる。 また社会事業 も国家の統制下 に入れられていっ

た。戦後の社会福祉 もこうした国家規制を引き継いでいる3)。

　戦争準備期は,社 会保障制度の創設が集中しているだけでな く4)，制度 を

支える理念 も形成 されていった時期であった。制度の枠組 みには,そ れを支

える理念や思想 も含まれる。 こうした枠組みをパラダイム というな らば,こ
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の時期 は,日 本の社会保障制度パ ラダイム形成期 ということができる5)。

　本小論では,企 画院を中心 として まとめられた 「人口政策確立要綱」(以

下,人 口要綱と記す.)の 内容 を検討す ることで,戦 争準備期 に形成されていっ

た社会保障制度パ ラダイムの性格 と具体的内容を解明 してい く。そこに盛 ら

れた政策体系の中心的な思想理念は何かを分析 し,パ ラダイムの方向性を明

らかに していきたい。

1厚 生省設立 と社会保 障制度の成立

　本論に入 る前 に,厚 生省成立過程 と当時の社会保障制度を概観する。厚生

省の設立 目的は,「 国民の健康を増進 し体力の向上を図 り以て国民の精神力

活動力 を充実すると共に,各 種の社会施設を拡充 して国民生活の安定 を図

る」 ことにあったが6),国 民の健康増進,体 力向上や国民生活安定は戦争の

遂行 と密接 に関係 していた。厚生省設立 に際 しての総理大臣声明は,「事変

中及 び事変後に於 ける銃後諸施設及復員計画 に伴 う諸施設の拡充徹底は国民

保健及国民福祉の双方面に亘 りて刻下喫緊の要務 な り」 と述べている7)。

　なお,こ の声明では,こ こに引用 した部分の直前に 「国民生活の根底 に遡

り広 く国民の生活を改善合理化 し以て国民福祉増進の上に適切有効なる方策

を確立実施せん」 とある。 この段は,現 代的な意味での(社会)福 祉―― 社会

が個人に対 して供給するサービス,特 に対人個別援護―― が使 われた最 も早

い例の一つ といえる8)。

　厚生省構想は,当 初陸軍省より衛生省設置案 として提起 されたが,こ の案

は,枢 密院審議 までこぎつけるものの結局破棄 され る9)。結局,1937年12

月閣議決定 された保健社会省設置要綱に基づき,翌 年厚生省が設立された。

この設置要綱では,設 立 目的が戦争計画の一環であることを明言 している。

　「国民生活の健康 を増進 し体位の向上 を図 り以て国民精神力及活動力の源
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泉を維持培養 し産業経済及非常時国防の根基 を確立するは国家百年の大計に

して特に国力の飛躍的増進を急務 とする現下内外の情勢 に鑑み喫緊の要務た

り。然るにわが国に於いては……国民的活力を減殺 し,産 業経済及 び国防の

根基を動揺せ しむるに至 るべ く…… この際特 に一省を設 けて急速且徹底的に

国民の健康 を増進 し体位の向上を図 るは刻下焦眉の急務 となす」10)。

　前述の保健社会省設置理由の中で注 目すべきは,従 来の民間主導型社会事

業から国家社会保障政策への転換 を宣言 している部分である。

　「我国に於いては……従来久 しく国家的関心薄 くその施設及行政は消極 に

墜 し一環せる指導方針の下に之が改善充実に努めざ りし……広 く国民生活 に

於ける不合理の改善なる見地よ り国民生活の根底に遡 り……所謂社会問題 を

根本的に解決する……体育及保健衛生に関する行政のみならず労働及社会問

題に関する行政を総合 し」てい くと述べている。

　 ここでは国民体位の現状 を単に保健衛生の側面 か ら捉 えるのではな く,

「国民の生活状態を反映す る一大指標」 として認識 している。その ことか ら

単 に国民の体力健康の維持増進だけでな く職業,労 働行政や社会救護,社 会

保険等を総合 した行政を行 う必要があるとしている。 こうした社会保障が広

い枠組みを持つ といった思想は,以 後,口 本の社会保障行政の基本 となった。

1950年 の 「社会保障に関する勧告」で も,こ の枠組みは,ほ とん どそのま

ま継承され,現 在 に至っている11)。

　 なお,1942年 に内務省によ り府県行政の地域機関 として郡単位で地方事

務所が設置されるが,そ の所掌事務 の中には,軍 事救護 のほか 「各種救護

…… その他社会事業に関する事項にして現地実行機関をして取扱わ しむを適

当 とす るもの」が事務の概 目の一つ として揚 げられている12)。現行生活保

護法(1950施 行)及 び社会福祉事業法(1951施 行)に よって成立 した福祉事務

所の原型が ここにみられる13)。

　厚生省設立 と前後 して船員保険,国 民健康保険が制度化され,退 職手当に

ついて も法的保護が与 えられた。児童を対象にした児童虐待防止法 と少年救
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護法は,既 に1933年 に施行 されているが,1936年 に少年法 として統合施行

された。 また,救 護法関連ではこの時期に母子保護法,医 療保護法が制定さ

れている。更に1941年 以後労働者年金制度が創設 され,軍 事扶助法が強化

される14)。

　 当時の社会保険制度の形態的特長 は,ほ ぼ産業毎に制度化が図 られ,対 象

が細分化 されていることにある15)。例 えば,国 民健康保険は,農 村を主た

る対象 とし,労 働者年金は主 として重工業工場労働者 を対象 としている。救

護法 を中心 とする救貧制度を見ても傷疲軍人及遺家族,児 童,母 子 それぞれ

別の制度 による救済を図ることとされている。 また,実 施主体 も厚生省以外

にも広が り,各 省独自の社会政策的制度が創設 されてい く。戦争計画の下

で,社 会保障制度分立拡散 した背景には各省が互いに領分を拡大 しようとす

る競争があった と推測できる。

　戦争計画 を 「遺漏な く実行することは,到 底一省一局でで きることではな

く関係各庁の緊密な協力の下に,政 府全体 として施策することによって始め

て実行を挙げることができるものである」16)。

　制度の創生期 において既 にこうした制度間の調整が必要だ との指摘があ

り,第 二次世界大戦後 もしば しば課題 として取 り上げ られるが,ほ とん ど成

功 していない17)。健康保険については日雇 い健康保 険が政府管掌保険へ統

合,ま た年金 については,1986年 の基礎年金制度への移行が成功例 といえ

るかも知れない。 しか し,前 者については,日 雇い保険適用対象は数万人程

度のごく小規模であ り,後 者について も,い わゆる二階部分は統合 されては

いない18)。

2　人口政策確立要綱決定の過程

1941年1月 に策 定 さ れ た 人 口要 綱 は,前 年 の1940年6月 ま で に 陸 軍 内部
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で計 画 さ れ た総 合 国 策 十 年 計 画(以 下十年計画 と記す。)を 下 敷 き と して い る と

い わ れ て い る19)。 直 接 に は,7月 下 旬 に閣 議 決 定 さ れ た基 本 国 策 要 綱(以 下

国策要綱 と記す。)に 基 づ い て 策 定 さ れ る こ とに な っ た 。 但 し,十 年 計 画 も国

策 要 綱 も人 口政 策 と厚 生 計 画 は,別 個 の もの と して 策 定 す る と して い る。 そ

の こ とも あ っ て か,企 画 院 の 当初 構 想 で は,人 口 要 綱 の策 定 を所 管 す る省 庁

の範 囲 に厚 生 省 は含 まれ て い な か っ た 。 しか し,厚 生 省 内 で は7月 段 階 で既

に,厚 生 政 策 と人 口政 策 を合 わ せ た政 綱 を ま と めて い る(以 下厚生省政綱 と記

す。)20)。た だ し,公 式 に は8月 の 第 一 次 案 提 出 時 以 降 に厚 生 省 が 巻 き返 しを

図 っ た と され て い る21)。 こ こで は,こ の 三 者 の 関 係 につ い て検 討 を加 えた

い 。

　十年計画 も国策要綱 も共に,八 紘一宇を目標 としている。 これに対 し,厚

生省政綱 には,策 定目標 は書かれていない。十年計画では,「皇道を八紘に

布き民族共栄,万 邦共和 を以て人類福祉の増進,世 界新文化の生成発展 を期

する。……最高国策は帝国を核心 とし,大 東亜を包容する共同経済圏を建設

し以て国力の充実発展 を期する」 ことを基本 として掲げ,国 策では,も っと

直接的に 「皇国の国是は八紘を一宇 とする。……皇国を核心 とし大東亜の新

秩序を建設する。……新事態に即応する不抜の国家態勢 を確立す る」 ことを

目的として掲げている。

　十年計画は,こ うした基本政策を達成するために外交,内 政,日 満支関係

の三分野別 に政策項 目を分類 し,内 政 には二十の政策項 目を掲げている。内

政の冒頭に掲 げられている一般方針では,「忍苦十年事難克服……新事態に

即応する」ために長期戦 に耐 えうる体制を造ることが最重要課題 とされてい

る。 その実現に向けて,国 民の自覚を促 し,政 治体制 を強化す ることが重要

だ としている。経済的には,生 産力の拡充,計 画化 と,そ の指導理念 として

公益 を優先す ることを挙げている。それにより国民生活を安定 させ,さ らに

民族の量的拡大 と質的向上を図ることで国家の進展の原動力 とするとしてい

る。
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　 こうした国民生活安定 と人口の質的量的拡大を図 るための具体案 として,

内政編 の後半部に厚生政策 ・人 口関係政策が置かれている。十二から十四に

は,順 に労務,人 口,移 民,厚 生の各政策が述べ られているが,そ の内容の

多 くが,人 口要綱に反映された。政策概要は,次 の通 りである。

十二　労務政策　国家総力の集中発揮の為労務受容の適正 を期する。

　　　　　　　　労働資源の維持酒養に努 める。

(一)　 国民動員計画の設定

(二)　労務統制強化,需 給の適正,移 動 の防止

(三)厚 生,訓 練施設の統制 と整備拡充。労働資源の維持滴養質的向

　　 上

(四)　 日満支三国の相互連携の緊密化

十三　人 口政策　東亜新秩序の礎石たる人的資源の質的並量的発展 を期

　　　　　　　する。

(一)職 業的配分及地域的配分の適正化

(二)　 民族の純潔性の維持

(三)死 亡率減少対策。特に乳幼児及青少年死亡率減少方策

(四)　 出生増加対策。特に結婚の奨励,出 産育児の経済的負担軽減

(五)国 民資質並体力向上対策。各種文化的施設の普及拡充

(六)外 地に於ける他民族 の増殖についての統制

十四　移植民政策　 日満支の結合 を強化 し帝国の指導力を確立する。

(一)満 州国 を中心地域 とする。北支蒙彊 は右 に準ずる。鉱工業移民

　　 に重点を置 く。

(二)東 亜大陸及南方諸地域 は経済的拠点設定 を必要 に応 じて行 う。

(三)前 二項以外は第二義的 とする。

十五　厚生政策　各般の厚生施設 を適正にし忍苦十年事難克服の国民性

　　　　　　　を強化する。
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(一)　 国民生活様式の簡易合理化。特に生活標準の設定 と確保

(二)　 国民体位の向上

(三)勤 労者層に対す る厚生施設 の整備統制。労働力の維持涵酒養並生

　　活安定

(四)　 労資の有機的結合

(五)応 召者,傷痍 軍人及遺家族の生活指導 の徹底。

　　　自立の道を講ずると共に国家的社会的保護に遺憾なきを期する。

　国内及 び植民地の経済体制確立のために労働力の確保 と人口の適正配置が

重視され,戦 争遂行に必要な人的資源確保については,表 面上は言及 されて

いない。 しか し,結 婚の奨励や国民資質の向上等の項 目は,い わゆる 「健民

健兵」策 といえる。 また,他 民族の人口抑制や移民奨励 を中国周辺 に重点的

に行 うとする項目は,侵 略意図が露骨に現れているといえよう。なお,厚 生

政策部分 は,最 後の応召者,傷 疲軍人の項目を除 くと前三政策の再掲 と見な

す ことができる。

　国策要綱 には,こ うした具体案は,書 かれていない。前文 とそれに続 く根

本方針で前述 したような策定目的が掲げ られ,以 下国防外交,国 内態勢刷新

が並べ られている。国内態勢 の刷新 には,ま ず,「 国家奉仕の観念を第一義

とする国民道徳を確立」すると同時に 「強力なる新政治体制を確立 し国政の

総合的統一 を図る」 ことが述べ られている。次 に,「 日満支三国経済 の自主

的な建設」により国防経済 と自給自足経済の基礎 を確立するとしている。 そ

の中では,国 民生活必需物資,特 に主要食糧の自給を重視 している。 さら

に,国 民の資質 と体力の向上及び人口増加に関する恒久的方策を確立すると

述べている。結論 として 「国策の遂行に伴 う国民犠牲 の不均衡の是正……厚

生的諸施策の徹底 を期する」 ことによって 「忍苦十年時難克服に適応する質

実剛健なる国民生活水準を確保す」るとしている。 この内容は,十 年計画の

目的及 び基本政策に掲げられているもの とほぼ同 じである。
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　厚生省政綱 には前書 きはな く,具 体的な政策 目標が,い きな り箇条書 きさ

れている。 そこでは,軍 人援護,労 働者統制,最 低限度生活保障,人 口資源

の四項目が挙げ られている。概要は以下の通 りである。

一　軍人援護の一層整備拡充

　　銃後援護事業の成績 は直ちに皇軍の士気に影響する。制度の整備拡

　充に力を注 ぐ。

二　戦時労務体制を整備強化する

(一)　 新産業労働体制の確立

　　 産業報国運動 を強化拡充する。全産業の翼賛奉公 と戦時下労務国

　 策の遂行の完壁 を期する。

(二)　 労務動員の徹底

　　 労働力払底益々深刻 となる状勢に鑑 み広 く国民の協力を求 める。

三　戦時国民生活を確保する

　　一面に於て極力消費規制 の徹底を図る。他面 に於ては最小限度の国

　民生活の確保 を図る。

(一)庶 民大衆 に対 し食料品その他 日用品等生活必需品 を廉価且つ円

　　 滑に供給する。

(二)　 医療制度改革 し,国 民に医療 の徹底的普及を図ると共 に医薬品

　　 及衛生材料の供給 を確保する。

(三)住 宅払底の現状 に鑑 み,住 宅対策の徹底 を期する

(四)労 務者の強制年金制度の創設及 び国民健康保険の拡充等社会保

　　 険制度を拡充 し勤労大衆の生活安定を期する。

四　人的資源の拡充強化

(一)対 中戦争開始(事 変勃発)以 降,出 生数の減少等により人口増

　　 加率 は著 しく逓減 している。人口問題 の具体 的対策を確立 し実行

　　 する。
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(二)　 国民の体力が低下 している。結核対策の徹底等,国 民体力 を管

　　理 し国民体力向上策 を強化する。

　十年計画 と比較すると,厚 生省政綱では,軍 人援護や社会保険などの社会

保障政策がまず記載されている。陸軍省=企 画院構想では,経 済優先で,労

働力確保 と人 口資質向上が重視 されているのに対 し,厚 生省案では社会政策

優先 となっている。また,制 度創設など具体的な目標設定がされている部分

と人口に関する項目等抽象的な表現にとどまっている部分が混在 している。

これは,一 面では厚生省 の前身の一つである内務省外局(社 会局)の 性格が

反映 した とみ られるが,他 面では,陸 軍主導の政策決定に対する反感があっ

たのではないか とも推測 される。

3　人口政策確立要綱の概要

3.1策 定 目 的

　前述 したように,人 口要綱は,企 画院が中心 となって計画された基本国策

要綱 の一環 として策定された。主たる所管省は,内 務省,陸 ・海軍省,農 林

省,商 工省であった。前節で述べたように,当 初厚生省は,こ の要綱策定 に

関わっていなかったが,最 終決定時には,そ の主張の多 くが取 り入れられて

いる。

　人口要綱は,人 口の維持が民族繁栄 の基礎であるとしている。「東和共栄

圏……の悠久にして健全なる発展を図る」ことが日本の使命であ り,そ のた

めには人 口の質量双方の増大 と社会的再配分が,最 も緊急の課題であると宣

言 している22)。そのために,内 地の1960年 総人 口を1億 人 とすることを目

標 して掲げている。
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　 こうした議論は人口要綱以前に既に行われている。人口問題全国協議会の

政府諮問答申案(全 国協議会答申と記す)で は,前 文冒頭で 「人 口は国力の根

帯に して其の数量並びに資質の如何は直に国運の消長民族の盛衰 に関す。」

と述べ,人 口を資源 として明記 している23)。その理由として戦争 を根本原

因 として挙げ,日 中戦争の深刻化が人口問題 に直結 しているとしている。 こ

こに,戦 争計画で,人 口政策が必要 とされる理由がある。戦争遂行には,兵

力及補給力の増強が最 も基本的な課題 となる。それには一定 の人口を確保す

る必要があるが,満 州事変,さ らに日中戦争の開始以降には,総 力戦 を戦 う

には人的資源が不足 しているとの認識が政府部内では強 くなっていった。

　「その答えは簡単明瞭である。吾々は5年 来血みどろになって戦争を行 っ

ているが,戦 いに勝たなければならぬ,勝 には兵力に於いても労力に於いて

も,そ の根本問題 として,豊 かなる人的資源,優 秀なる民族資源 を持たなけ

ればならない」24)。

　人口要綱 は,策 定目的 として人口の永続的発展,増 殖力 と資質 に於いて他

国を凌駕すること,高 度国防国家に於 ける兵力及 び労力の確保,及 び他民族

に対する指導力確保の4点 を挙げている。 その具体的な方策 としてまず基本

精神を4箇 条掲 げている。 その内容は,以 下の通 りである。

　 1,永 遠に発展すべき民族であるを自覚する。

　 2,家 と民族 とを基礎 とする世界観を確立する。

　 3,東 亜共栄圏の指導者 としての矜持 を持 ち責任を自覚する。

　 4,以 上が皇国の使命である。その達成は,内 地人口の質量のな飛躍的発

　　展が条件であることを十分認識する。

　 ここには,個 人主義の否定 と他民族への優越 という日本的ファシズムの特

長が良 く表れているの と同時に,人 口要綱の戦争計画 としての特長 も,強 く

表われている。特に第4項 は重要である。 ここでは,人 口について単なる量

的な拡大だけでな く質 の向上 を重視 していることを明言 している。人口の質
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の向上 を至上 とする優生思想が,優 生保護法(当 時は国民優生法)に 代表 され

る優生制度に直接結 びついたが25),ハ ンセ ン氏病 の場合 には取 り分 け深刻

な問題を生 じさせた。 それは,次 の二つの点に集約される。一つは緩解後 ま

で も隔離 を続ける終生隔離であり,も う一つは患者の結婚 に際 しての強制断

種である。この問題 は,戦 後に引き続 くが,1996年 の らい予防法廃止によっ

て,よ うや く一応の解決がなされた。

3.2量 的 政 策

　冒頭の策定目的の次か らは,具 体的な方策が羅列 されている。 まず人口増

加,死 亡減少 とい う量的政策が列挙 され,そ の次 に資質向上,指 導力,資

料,機 構 の各整備が挙げ られている。前述 した全国協議会答 申は,主 要10

項 目を挙げているが,人 口要綱の各項目はほぼこの内容 を網羅 しているが,

より具体的な政策目標 となっている。全国協議会答申の主要項目は以下の通

りである。国民の資質維持向上,国 民生活充実,人 口増殖力の維持向上,人

的資源の配置,職 業教育訓練刷新拡充,失 業対策,農 村人口調整,農 工業並

びに新大陸経営,移 民対策,人 口政策調査機関の設置。

　量的政策については,人 口増加策 を主 とし,死 亡率減少策を従 とすると定

めている。これには理由がある。前述 したように人口要綱 は,人 口の量的拡

大 と質的向上の同時達成 を目標 としている。そのためには,死 亡率低下 を中

心 とする方策を採 り得ない。なぜな らば,も し,死 亡率低下を優先す ると高

齢者人口の相対的増加 を防 ぐことは困難 とな り,将 来的には高齢人口が多い

とい う好 ましくない人口構成を避 けることがで きな くなる。 そのために 「人

口要綱」は,ま ず 「出生増加の方策」を掲げ,次 に 「死亡減少の方策」を置

いているのである。なお,後 述する各方策 も順位付けされていて優先度の高

い順に並べている。具体的な細目も同じように優先度の高い順に並べ られて

いる。
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　 第一次世界大戦以後,日 本の人口は,幼 児死亡率の激減 により漸増傾向に

ある ものの,増 加率 自体 は低下傾向にあった。 また,国 民総生産に対 し人口

は過剰であるとも考え られていた26)。しか し,陸 軍内部では,総 体 として

は,人 口は不足 していると捉えられていた。 それは,二 つの原因を重視 して

いたからだ と考えられる。一つは,出 生率の低下であり,も う一つは青年期

の結核による成人死亡率上昇であった。確かに結核や呼吸器疾患は,当 時の

死亡原因の上位を占めていた。出生率の低下については,結 婚年齢の上昇 と

産児制限の行 き過 ぎとが重複 した結果であると見ていたようである27)。ま

た,若 年死亡率増加 と出生率減少は,過 度の都市集中原因であるとも見なし

ていた。 このような傾向が続 けば,遅 くとも1995を ピークに日本の人口は

減少に転 じるであろうと見ている。長期的には1975年 には,人 ロピラミッ

ドの各年齢層は均一化 し乳幼児,少 年人口と成人人口数の差が無 くなる,さ

らに2025年 には年少人口が減少 し,高 齢人 口が増大 する形 となると予測 し

ている28)。

　人 口要綱 は,出 生率増加 の根本方策 として,今 後10年 間に婚姻年齢 を3

歳引き下 げ,同 時 に一夫婦平均出生数を5人 とすることを挙 げている。 ま

た,死 亡減少の根本方策 としては乳幼児の死亡及 び結核による死亡を低下 さ

せることにあるとし,今 後20年 間に死亡率を35%低 下させることを挙げて

いる。

　出生率増加の具体策 としては,前 提 として不健全思想の排除をうたい,そ

の次に以下の11項 目を掲げている。

　イ　 家族制度の維持強化

　ロ　積極的な結婚紹介あっせん

　ハ　結婚費用の低廉化,こ こでは結婚費用貸付制度創設 に言及 している。

　ニ　学校制度の改正

　ホ　 高等女学校,女 子青年学校 に於ける健全な母性育成,具 体的には国家

　　的使命の認識及び保育 と保健の知識技術 を徹底的に教育すること
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へ　二十歳以上の女子雇用 の抑制及び婚姻阻害 となる雇用条件の緩和

ト　 多扶養家族に対する租税軽減 と独身者への重課税 を内容 とする税制改

　革

チ　 医療費,教 育費の負担軽減,そ のための家族手当創設

リ　 多子世帯への優先配給 と表彰

ヌ　妊産婦乳幼児保護制度の樹立,具 体的には,産 院,乳 児院の拡充 と出

　産用衛生資材 を確実に配給すること

ル　避妊,中 絶(原 文堕胎)等 人為的な産児制限の禁止 と性病(原 文花柳病)

　撲滅

　前述 したように,こ こに挙 げられている政策のい くつかは,全 国協議会答

申 と重な り合っている。「今次事変を契機 として急速なる減少 を来すお それ

あり……人口増殖力の維持向上の為,最 低賃金,家 族手当その他制度による

家族生活の保護,母 性保護乳幼児保護 その他生活支持力の擁護に関 し適切機

宜の社会的,医 療的立法施設を行い,出 産及び子女養育に関する負担軽減 に

つきても諸種の社会的施設を行 う……尚結婚媒介施設 に関 しても適 当なる指

導統制をなす」29)。

出生率 ・死亡率 ・女子再生産率均比率

1925

1930

1935

1936

1937

1938

1939

1940

出 生 率

34.9

32.4

31.6

30.0

30.9

27.2

26.6

29.4

死 亡 率

20.3

18.2

16.8

17.5

17.1

17.7

17.8

16.5

乳児死亡率1

200.5

174.0

151.4

164.8

149.6

160.6

150.5

128.7

乳発死亡率2

34.5

30.9

28.5

28.1

27.0

24.6

22.5

23.0

女子再生産率

2.51　 (1.56)

2.30　 (1.52)

2.13　 (1.49)

1.68(-)

1.82(-)

2.01　 (1.44)

日本長期統計総覧 第三巻 人 口動態総括表 ・女子 人 口再生産率

　(出生率 ・死 亡率 ・乳児 死亡率1は 千人 当 り,乳 児死 亡率2は 死亡者

に占める割合,女 子生産率 は総 生産 率,か っ こ内は純生産率)
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　 このうち,ヌ の妊産婦保護 については,1942年 に妊産婦手帳が導入 され

たが,こ れは母子健康手帳 として現在 も妊産婦乳幼児の健康管理上有力な制

度 として機能 している。 しか し,多 人数家族 に対する 「家族扶養費の軽減そ

の他適切な優遇措置」である租税特別制度 と家族手当は,い ずれも大蔵省 の

抵抗 に会い 「遂に成功 しなかった」30)。その点では,人 口要綱 を社会保障制

度拡充の為 に利用するという厚生省の思惑は失敗 した。

死亡率減少策は,8項 目が掲げられている。

イ　 保健所 を中心 とした保健指導網の確立

ロ　 乳幼児については下痢腸炎,肺 炎,先 天性弱質 による死亡減少に重点

　 を置 く。 そのために都市農村全てに保健婦を置 く。 また,保 育所,農 村

　隣保館を拡充 し,乳 幼児必需品を確保 し,育 児知識 の普及 を図る。併せ

　て乳幼児死亡低下運動 をおこなう。

ハ　結核早期発見,産 業学校衛生の改善,予 防早期治療 のための保護指導

　強化,療 養施設の拡充

二　健康保険制度の拡充強化 し全国民を網羅する。医療給付の外予防給付

　を行 う。

ホ　環境衛生施設改善,特 に住宅の改善

へ　過労防止,生 活刷新 と休養の勧 め

ト　 栄養改善,栄 養知識の普及徹底及 び栄養食,団 体給食の拡充

チ　医育(現 代用語では療育)機 関,医 療予防施設の拡充,予 防医学 の研究

　普及

　前述 したように,成 人死亡率の上位を結核等呼吸器疾患が占めていること

から,予 防医学にかな りの力点を置いていることが伺わせ る。但 し,死 亡率

減少政策の多 くは,医 療保健分野であるが,そ の大部分は,既 存の制度を位

置付けたに過ぎない。 その理由としては人口要綱 の第一次案には盛 られてい
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なかった部分 を短期間で盛 り込むために,て っ とり早い方法を選んだことが

推測される。 そのためか,こ こでは,既 存制度の拡充が中心で,従 前 にはみ

られない全 く新 しい政策は盛 り込まれていない。

死亡順位 と死亡率の推移

1920

1925

!930

1935

1940

結　　核

3(224)

3(194)

3(186)

1(191)

1(213)

肺炎 ・気管支炎

1(408)

1(276)

2(200)

2(187)

2(186)

脳血管疾患

5(158)

4(161)

4(163)

4(165)

3(178)

胃 腸 炎

2(254)

2(238)

1(221)

3(173)

4(159)

老　　蓑

5(117)

5(119)

5(114)

5(125)

昭和国勢総覧 第三巻 死亡順位の推移　かっこ内は10万 人当死亡者数

3.3質 的 政 策

　量的政策が総人口数,一 家族当た り子 ども数や死亡削減率な ど数値 目標を

掲 げていて,政 策内容 もかな り具体的であるのに対 し,質 的政策では,そ う

した明確な数値や具体的な内容は,多 くは明示 されていない。農業に関 して

のみ 「日満支を通 じ内地人口の4割 」を確保すると一定の数値 目標が挙 げら

れている31)。これは農村が 「最 も優秀なる兵力及び労力の供給源」であると

の現状認識 による。産業別人口や高等教育に関する人数(大 学就学者数)は,

1942年 に企画院が立案 した産業並びに地域的国民配置計画案(以 下国民配置計

画と記す。)で示 されることになる。

　国民配置計画は,内 地及び東 アジア地域全体の産業人口構成 を想定 してい

る。 その中では,人 口要綱で想定 した農業4割 をそのまま踏襲 している。 そ

の他の産業は,人 口数 の想定 となっているが,そ の増加数は,鉱 業23万 人,

工業50万 人(2.5倍)内 重工業は4.5倍,交 通(陸 運,海 運,航 空,通 信)60万

人(15年 後には80万人)と している。 さらにこの達成のため商業人口を大幅に

減少するとしている。
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内地大東亜人口配置(%)

農　業

鉱　業

工　業

商　業

交　通

1936

内　地

40

1.9

24

13

4.0

大 策 璽

39

1.7

23

14

4.2

1946

内.地

36

2,3

31

9.7

5.4

大 東 亜

38

2.0

29

9.8

5.5

産業並びに地域的国民配置計画案

　資質増強策では,「国防及び勤労に必要なる精神的肉体的の素質の増強 を

目標 として」7項 目が掲げられている。

　イ　 大都市か らの人口分散,そ のために工場,学 校 の地方分散

　ロ　農村が最 も優秀な兵力供給源である。内地農村人 口を一定数維持す

　　る。

　　　「日満支を通 じ内地人口の4割 は之を農業に確保する」

　ハ　学校 に於ける精神的肉体的錬成,そ のための教科刷新 と教育訓練方法

　　改革 と体育施設の拡充

　二　都市青少年を優秀なる兵力及び労力の供給源 として錬成する

　ホ　成年男子について一定期間団体訓練 を義務づける制度の創設

　へ　厚生体育施設の大量増加 と健全簡素な国民生活様式確立

　 ト　 優生思想の普及 と国民優生法の強化徹底

これに続いて指導力確保について2項 目が掲げられている。

イ　 日満不可分関係強化の趣 旨によ り,人 口の一定割合を満州へ移住させ

　る

ロ　東亜共栄圏に対 し指導 に必要な内地人を配置する為に移民計画を立案

　する
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　人口要綱 は,人 口の自然増加 と社会的移動 を政策的に行 うことを政策目標

としている。社会的移動の目的は,直 接 には産業人口の適正配置であるが,

実は,最 大の眼目の一つが,ア ジア各地への日本人指導者層の移住 を進める

ことであった。指導力確保の項は,こ の目的をあからさまにしている。 こう

した目的を達成するために出生率の上昇 と死亡率の低下を併せて達成 し,さ

らに,人 口の構成及 び分布の合理化 を意図 しているのである。つまり兵力 と

して必要な人 口以上の国内(い わゆる内地)人 口増加を望んではお らず,自 然

人 口増 にみあった社会的人口減=植 民地その他への積極的な移住が隠れた目

標であった32)。

　国民配置計画では,こ うした目的が さらに強 く明記 される。 「満蒙は内地

人 の民族拠点た らしめ」,そ の他の各地 も含 め指導者 を置 くことを基本方針

としている。 また 「大東亜戦争完遂並に大東亜防衛 の為必要なる想定兵力」

として 「外地人並びに大東亜諸民族をいかなる程度まで活用」できるかを検

討することが最重要課題 として挙げられている。 さらにこうした課題 を達成

する為 に優秀な人材の育成供給計画を立案するとしている。「本計画を前提

として既に文教政策に関し答申決定あ りたる国家需要に基づ く人材養成計画

も之を設定 し得べ し……国家需要にき く人材養成計画 も之を設定 し得べ し特

に重工業建設の為には工業技術者養成施設はなお飛躍的の拡充を要す……大

学,専 門学校 に於 る文科的学科 と理科的学科の比率に付きては再検討 を要

す」33)。

　人口要綱は,そ の最後 に,資 料の整備 と機構 の整備が挙げられている。 そ

の中には,人 口動態統計,国 民体力法の適用範囲拡大,保 健資料整備,人 口

問題 に関する統計調査研究機構の整備,人 口政策企画実施機関の整備が掲 げ

られている。人口問題研究所設立はこの反映 ということができよう。
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4　 日本社会保障パラダイム形成史上の

　　人口政策確立要綱 の地位

　 人口要綱は,所 管庁が多岐に渉っているため,そ の内容 も複数の分野にま

たがっている。 それは,経 済産業,教 育文化,医 療保険,社 会保障の四分野

に大別できる。 その各々全てが複数の省庁の所管 となっている。社会保障制

度 を管轄,実 施する行政部局が広範 に及ぶきっかけの一つが,こ こにある。

戦争計画 を確実に実行する為には,従 来の厚生行政 に絞っても国民の体力健

康の維持増進だけでな く職業,労 働行政や社会救護,社 会保険等を総合 した

行政を行 う必要があるとの判断がまずあった。 その上で,一 省一局のみでは

実施困難であるとの認識がある中で,関 係各機関が緊密な協力をし,政 府全

体 として施策する途の名 目の下に各省が互 いに領分 を拡大 しようとした結果

である。

　第1節 で述べたように,社 会保障制度 も産業毎に制度化が図 られ,対 象が

細分化されていった。現在の制度 も,勤 労者,自 営業者,公 務員,知 識人等

の別に細分化 され,所 管省庁 も厚生省だけに止まっていない34)。

　医療保険を例 にすれば,勤 労者を対象 とし,社 会保険庁が管轄の健康保険

(組合健康保険を含む),自 営業者や高齢者等無業者 を対象 とし市町村を保険者

とする国民健康保険は厚生労働省が所管官庁 となっている。 しか し,公 務員

関係は別の省が所管 している。国家公務員は各省別 の共済であ り,そ の他総

務省自治局が管轄する地方公務員共済,文 部科学省 の管轄する公立学校共済

に分立 している。知識人 その他を対象 としているものでは,私 立学校共済,

船員保険等が別々の制度 として成立 している。

　以下は,人 口要綱の政策内容 を分野別に分類を試みた ものである。
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戦争計画による社会保障制度形成(増 山)

　1,経 済産業政策

　結婚資金貸付制度の創設,20歳 以上の女子被傭者の抑制 と就業条件 の緩

和,租 税制度の改正(扶 養親族への課税軽減),多 子家族への優先配給,庶 民住

宅の改善,工 場 ・学校等の地方分散,農 業人口の確保,満 州への移住,総 合

的移民計画の樹立

　2,教 育文化

　公設結婚紹介所 の活性化,学 校制度改革,高 等女学校 ・女子青年学校での

保育及び保健に関する知識技術教育の強化,育 児知識の普及,教 科の刷新 と

体育施設 の拡充,青 年男子の心身鍛練のための強制的特別団体訓練制度創

設,厚 生体育施設の増加

　 3,医 療保健

　妊産婦保護(産 院,乳 児院の拡充),人 口避妊の禁止,性 病の絶滅,保 健所網

の整備,乳 幼児死亡率低下のために下痢腸炎 ・肺炎 ・先天性病弱の予防,保

健婦の設置,結 核 の早期発見 ・療養施設の拡充,産 業 ・学校衛生の改善,環

境衛生施設の改善,過 労防止対策(休 養施策),栄 養知識 の普及・栄養食 ・給

食の普及,医 療教育機関拡充,医 療予防施設拡充,予 防医学 の研究推進,優

生思想の普及,国 民優生法の強化,国 民体力法の適用範囲拡大,体 力及保健

に関する資料整備

　 ここにあがっている政策をよ く観察すると,そ の方策の大部分は,既 存の

制度施策 を人口要綱上に位置づけたに過ぎないことがわかる。既存の制度で

はない全 く新 しい施策は,ご く少数であり,そ うした新規政策の多 くは財政

事情等に阻まれ実現できなかった。厚生省管轄の政策では,家 族手当や租税

優遇策が新規政策であるが,大 蔵省の反対によ り実現できなかった ことは前

述 した。つまり,人 口要綱は,新 しい人口政策の出発点 と言 うよりも,1935

年前後から策定されてきた戦争準備 としての人口施策の集大成だ といえるの

である。
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　 但 し人 口要綱に集約 された社会保障関連の制度施策は,現 在 まで引き続い

ているものが多い。例 えば,健 康保険制度や母子保護法は戦後の社会保障制

度にそのまま引き継がれた。国民健康保険制度は,戦 後の経済状況の悪化に

よる市町村財政の危機 によ りほとん ど機能 を停止 したが,1960年 代 に,ほ

ぼ戦前の形態のまま新制度 として策定 された。また,医 療保健分野で も,保

健所制度は終戦直後 の国民保健衛生の維持に有効な働 きを見せ,そ のまま戦

後医療保険制度の中に組み込 まれている。 さらに,国 民優生法は優生保護法

の改正 されたが,旧 法 の内容の大半をそのまま引 き継いでいる。 その点で

は,人 口要綱が現代社会保障の出発点だ ということは言い過 ぎではないだろ

う。

　 日本の政策形成上,こ のような計画策定手法が多 く見 られる。既存の制度

施策を計画上に位置付けることによって政策 としての正当性を主張 し,今 後

の展開を図ることに特長がある。新規制度や施策が,既 存の制度の名称の変

更 に過ぎない場合や,機 能の多少の手直 しに過ぎない場合 も多い。 また,全

くの新制度の発足に当たって も旧制度が廃止 されず,温 存 され ることも多

い35)。しか し,完 全 に計画か らはずれた制度や施策 は,廃 止 されるか存続

した として も形骸化 し,ほ とんど機能 しな くなる。近年の厚生省関連の構

想 ・計画の中では,ゴ ール ドプランを生み出す元 となった 「長寿社会対策大

綱」(1986内閣決定)が 同様 の手法を採っている36)。

　社会保障パ ラダイムの形成 という視点か らする と,人 口要綱の最大の特徴

は,人 口の質 と家族制度の重視 ということにある。 これ らの重視は,第 二次

世界大戦後 も持続 している。

　人口問題審議会では繰 り返 し人口の質につ いて問題提起 されている。1959

年の人口白書には,「 貧困と疾病 との悪循環……この悪循環は結核 の場合 に

特に深刻である。 また,精 神病の発現率において も社会階級的な偏 りが明瞭

に観取 された……人口資質に関する問題 も貧困問題 と重な り合って今後格段

の注視を必要 とする」 との記述がある37)。またその後 の報告で も,経 済構
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　戦争計画による社会保障制度形成(増 山)

造 の高度化 に伴 って人口資質の向上が必要 にな り,そ の対策が一層重要 と

なってきたと述べている。「悪質遺伝病 を事前に防止す るために優生保護法

の活用……また,配 偶者選択に助言を与 える結婚相談所の活用……な どが重

要である……人口資質の問題が静態の精神的,肉 体的健康 の維持増進 に集約

されるとするならば……国家政策の主 目標 とならねばな らない」38)

　社会保障制度 も歴史的には恤救規則か ら救護法に至 る救貧制度や,昭 和初

期に制度化 された健康保険 を中心 とする社会保険制度 まで は,個 人主義 を

とっていた39)。ここで家族制度の維持 を全面 に据 えたことによって,社 会

政策の方向,そ れによる社会保障制度の方針の転換が明白となった。 この時

期 に 「自然的に……社会 の中に連帯が形成 される」 こと40)による社会事業

による救貧から,国 家による保障に切 り替わったのである。総力戦体制 を整

えるには,当 然,銃 後 の家族 に憂 い無き方策 を採 ることが兵士の士気 を高め

る上で も必要 となったか らであるが,こ こにも 「人口要綱」が戦争計画の一

環であったことが うかがわれる。家族主義による社会保障制度運用形態は,

第二次世界大戦後払拭された といわれるが,実 際には世帯主義 として現在 ま

で社会保障制度運用の基本 となっている。

　 第二次世界大戦直後 の公的扶助(旧 生活保護法)は 個人主義 をとったが,現

行生活保護法以後世帯主義 をはっきり打ち出 している。 そのために,家 族の

内一人だけが保護を必要 とする場合や,逆 に,被 保護家庭 の家族員の誰かが

保護を必要 としない場合 には,当 該者だけを家族 と見なさない世帯分離 とい

われる無理な方法があみだされている。また,厚 生年金3号 被保険者すなわ

ち給与所得者の配偶者の扱いも,世 帯主義か ら見ると説明がつ けやすい。

　 制度の対象が細分化 されていて,実 施主体が多岐に渡 ることは,結 果的に,

国家の責任を希薄 にしている。国民総動員体制下では,ま ず国民精神動員が

叫ばれたが,人 口要綱で も主要項 目の最初に精神思想の改革 を挙げている。

　 先ず,国 民の努力があって,国 家責任はその次 にくるという思想潮流が こ

こに見 られる。
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　パラダイム とい う視点か ら以上を整理すると,戦 争計画期に,日 本の社会

保障パラダイムの特徴,す なわち国民資源主義,集 団利益保存主義,国 家責

任最小化主義の3相 がほぼ形成 された ということができる41)。

　なお,日 本の社会保障制度 とりわけ社会福祉では直接の担当者の専門性が

低い。 これも社会事業の特性 として形成された ものが現代 まで受け継がれて

いる為である。方面委員は,公 設機関であ りなが ら,実 際は民間篤志家によ

る活動であり,活 動資金 も方面委員本人の自己負担や後援会の援助が大半 を

占めていた。救護法施行以後 もこれが受け継がれ救護法上の救護委員は方面

委員が充て られた。戦後 も旧生活保護法 も実施機関 として民生委員が充てら

れるという形で直接受け継がれた。 また,軍 事保護法による傷疲軍人や遺家

族の援助の一定部分を大 日本国防婦人会や愛国婦人会が担っていたが,こ れ

人ロ政策確立要綱に関係する厚生省関連施策制度年表

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

健康保険法全面施行,公 益質屋開設,人 口食糧問題調査会設置

花柳病予防法施行,方 面委員全国で設置,全 道府県に社会課設置

工場 法改正(婦 人,少 年 の深夜勤務禁 止)

国立長島癩療養所開設

軍事救護法改正,癩 予防法改正,国 立公園法施行 〈満 州事変〉

恤救規則廃止 ・救護法施行,失 業応急事業実施,公 立健康相談所認可

児童虐待防止法施行,米 穀統制法施行 〈国際連盟脱退〉

少年教護法施行,保 健衛生調査会 「結核予防の根本対策」答申

社会保険調査会 「国民健康保険制度案要綱」答申

少年法施行,内 務省社会局外局化

保健所法施行,退 職積立金及び退職手当法施行,方 面委員令施行

　　　　　　　　　　　　　　 〈国民精神総動員運動〉〈盧溝橋事件〉

母子保護法施行,社 会事業法施行,国 民健康保険法,厚 生省設置

保健所開設,体 力章検定制度創設,国 民体力管理制度調査会発足

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〈国家総動員法〉

職員健康保険法施行,厚 生省結核課 ・住宅課設置

軍事保護院開設,国 立人口問題研究所設立

国民体力法施行 〈総力戦研究所設置〉

国民優生法施行,医 療保護法施行,保 健婦規則施行

結核研究所設置

厚生省人口局設置　　「人口政策確立要綱」　　　　　　 〈太平洋戦争〉

労働者年金保険法施行　戦時災害保護法施行,妊 産婦手帳制度

「産業的竝に地域的国民配置計画」
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　　　　　　　　　　　　　　　　　 戦争計画による社会保障制度形成(増 山)

も軍人を含む引揚者援護 における同胞援護会設立 という形で戦後に引き継が

れた。

　 1950年 以降の社会保 障制度で は,公 的扶助は有給職員である社会福祉主

事によって担われることとなったが,資 格要件は緩 く,専 門性 は低 い。 ま

た,社 会保険の数理,実 際の運営に当たる職員 も,一 般事務職が充て られて

いる。国税徴収等が専門の職員 として通常の国家公務員 とは別採用 となって

いることと比較 しても職 の専門化 についての評価は低いと言 うことができよ

う42)。

　公的扶助を例にすれば,専 門の有給職員による経済給付 と社会的更生や自

立 を行 うソーシャルワークが各々独立 した形で行われている英米型に対 し,

日本では,給 付 と自立援護が不可分な形で結びついている。 そのために,熱

意さえあれば資格要件を問われないことが普通 になっている。

補 論　家族主義 と戦後 の社会保 障制度43)

　社会保障制度の内容は,家 族形態 と深い関係がある。戦後民法改正により

大家族制 は,法 制度上は否定されたように見える。戸籍,住 民登録等の形式

面では大家族制の解体が行われたが,民 法の扶養義務者の範囲はかな り広 く

場合 によっては傍系にまで及んでいる。この小論は,戦 後 の社会保障制度に

お ける家族の取扱いを家族主義の温存 と言 う視点で考察 したものである。

　 I　 国民の家族意識

　 1950年 の社会保障制度 に関する勧告では,国 民の生活は緊迫 し 「窮乏 と

病苦に耐 えないものが少な くない。 ことに家族制度の崩壊 は彼等からその最

後 のか くれ場を奪った」44)と述べている。 しか し,こ の勧告の2年 前 に日本

政府 に伝達 された ワンデル報告では,「 日本に於いては,小 企業が家庭組織
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を強 く取 り入れていることと,家 庭責任観念 の強 さとが結局……ある程度の

安定 を与えているものと思われる」45)との記載があ り,GHQで は戦後 も家

庭や企業による相互扶助意識が強いとの認識 を示 していた。

　文部省による国民性調査を見て も戦後の平均的日本人は,家 族意識や国家

への帰属意識が高 い46)。また社会保障制度 に関す る意識調査 を見て も,家

族中心の生活保障を望む意向が,社 会的扶助 を是 とするものを大幅に上回っ

ている47)。

　Ⅱ　社会保障制度と家族

　戦後直後の社会保障制度構想を見 ると,社 会保障研究会案では家族手当の

範囲を 「妻,小 児の全部(義 務教育終了迄)」48)とし,民 主化のためにその

他の者を家族手当支給対象 として家族の範囲に入れないとしている。また,

社会保険制度調査会の答申では国民の分類中無業者の中に妻を含むが年金,

失業手当の給付の項に 「無業者である妻がある場合 には手当金を相当額増額

する」49)との記述がある。 このように戦後初期 には社会保障の対象を小家族

として捉えている。

　実際 に戦後施行 された制度 を見 ると,旧 生活保護法が例外的に直接の保護

対象 を個人 と見なしているだけであ り,多 くの制度は,家 族丸ごとの保護 を

想定 している50)。現行生活保護法 も施行当時か ら,申 請者 を困窮者本人及

び 「その扶養親族又はその他の同居親族」 としている。 また,同 法では,扶

助の基準は生活困窮者の年齢性別等本人の条件のみならず,世 帯構成や居住

地域を考慮 して設定 し,個 々の扶助内容 は被保護者 の個人的又は世帯の実情

に応 じて実施するとしている。 このような一連の状況を見ると生活困窮の救

済は世帯を単位 として行 うことが第二次世界大戦直後か ら了解事項 となって

お り,格 別の異議 は無かったもの と思われる。
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　Ⅲ　小　　括

　現行の社会保障制度は,世 帯単位 を主軸に施策展開が行われている。社会

保険の加入や生活保護の受給 は,原 則 として世帯が単位 となっている。 ま

た,社 会福祉 をみて も,家 族 による相互扶助を中心に し,ど ちらか といえば

公的な保障を補完的に利用する体制が骨格 となっている。乳幼児 の保育か ら

高齢者の介護 まで家族の養育力,介 護力を前提に した政策,制 度が戦後 も施

行 されてきた51)。隠れた部分で,家 族制の維持 を図 る努力がされてきてい

た。国民の家族意識 を背景 として,戦 後 も家族主義が社会保障制度 の根幹を

な して き た とい う こ とが で き る。

　〔注〕

1)　総理府統計局や経済企画庁 による公 的な経済統計で は,戦 前の平和 時期 を1935

　年 まで と してい る。政府 の公 式資料 の多 くは,1936年 の 日独伊 防共協定 調印 と

　1937年 の盧溝橋 事件 とを もって戦時体制 の開始 としている。 ところで,日 中戦争

　か ら太平洋戦争 までを15年 戦争 と呼ぶ ことがあるが,こ の期間は,い わゆる満州

　事変が開始 された1931年 を起点 とする。 その意味では戦前平和期 の最後 を1930年

　 とすることもで きる。但 し,日 中戦争の開始 を どこに置 くかは定説 はない と思われ

　る。 また,最 も早い時期 を見れば1927年 の山東省出兵に遡 ることがで きる。 なお,

　戦後 の 占領 下では,平 和的経済水 準 として1930-1934年 の平均生活水準 を もって

　推計すべ きと してい る。極東委員会 「日本 国民 の生活水 準に関する極東委 員会決

　定」(1947)大 蔵省大臣官房 『調査月報』第40巻 特別第4号,1951.3,p.58。

2)企 画院設立 は1936年10月25日 。軍部主導 の内閣機関 であ り,太 平洋戦争突入

　 に際 して は,少 なか らぬ影響 を及 ぼ した。国家総動員法以後,企 画院の創設か ら廃

　止 までは,以 下の文献 に詳 しい。古川隆久『昭和戦 中期の総合国策機 関』吉川弘文

　館,　1992。

3)社 会事業法や,方 面 委員令 はその例で ある。1951年 制定 の社会福祉 事業法の も

　 とで も,「措置」制度 の導入によ り公 の規制 が続いた。

4)各 制度 の成立時期 は末尾年表参照。

5)パ ラダイムの定義 は,拙 稿 「占領初期 『理想 的社会保障』構想の展 開過程 」『岐

　阜経済大学論集』36巻4号,2003,1.1.3参 照。

6)厚 生省大 臣官房『昭和14年15年 厚生行政要覧』1940,p.1。

7)厚 生省二十年史編集委員会 『厚生省 二十年史』1960,巻 頭(ペ ー ジ無)。 安積得
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　 也 「社会 行政 回顧 第 六 厚生 省新設確 定」協調 会 『社会政 策 時報 』第210号,

　 1938.3,pp.72-73。 ここでい う事変 とは満州 か ら中華民国支配地域への侵攻(当

　 時支那事変 といった)を 指す。 また,施 設 とは,い わゆる 「公 の施 設」を意 味す

　　る。つ ま り,建 物等ハー ドウエアを指すのではな く,人 的資源や制度等 のソフ トウ

　 エアや システムを指す。

8)社 会福祉 とい う語 の意味 の変遷は,百 瀬孝 『「社会福祉」 の成立』 ミネル ヴァ書

　 房,2002に 詳 しいが,こ の例 は引用 されていない。

9)　 当時の内閣総理大 臣近衛文麿 と陸軍省 とは意見 の対立があった とされている。前

　 掲 厚生省二十年史』pp.94-98。 なお,陸 軍省 の構想 は1937年 の五ヵ 年計画では

　 保健省 となっている。陸軍試案 「重要産業五ヵ 年計画要綱実施 に関す る政策大綱」

　 稲葉正夫 ・小林龍夫 ・島田俊彦 ・角田順編 『太平洋戦争への道　開戦外交史　別巻　資

　 料編』朝 日新聞社,1963,p.244。

10)　 1937.7.9閣 議 決定 『保健社会省(仮 称)設 置要綱』国立公文書館所蔵。原文 は

　 カタカナ表記 ・旧字体。 引用は,同 要綱 中 「保健社会省(仮 称)設 置の理 由」冒頭

　 か ら10行 目まで。

ll)第 二次世界大戦後,労 働行政 は労働省 に移管 された。 この時 に労働保険 も労働省

　 の事務 とされた。現行 の予算では,社 会保障制度審議会 「社会保障に関す る勧告」

　 (1950)に 定義 された範 囲を狭義 の社会保障 とし,住 宅,災 害援助,恩 給 を社会保

　 障関連費 として加 えた ものを広義 の社会保障 としている。

12)東 京百年史編集員会 『東京百年史』第5巻,1972,pp.381-382。 この項 の説明

　 として 「昭和13年 度 を境 に して,軍 事型の体制に変わってい く……(職 業紹介事

　 業 も)国 の行政に移管 される ことになった」 という記述 がある。

13)大 原社会問題研究所 『日本社会事業年鑑』1940～1943年 版。

　　 地方機関簡素化 の名 目で開設 された地方事務所 には,従 来の社会課(厚 生省発足

　 以後は厚生課 となった場合 が多い)の 事務 が一部移管 されている。 なお,地 方事務

　 所 は内務省管轄 であ り,厚 生省管轄 の社会課 とは系列が異な る。

14)戦 前期社会保 険の成 立は,佐 口卓 『日本社会保険史』第2版,日 本評論社,1965

　 に詳 しい。 なお,こ の法制度成立 に関す る記述 は,「昭和の社 会福祉年表」全国社

　 会福祉協議会 『月刊福祉』第72巻14号,1989,pp.228-316に よる。

15)「 現行社会保険制度は複雑多岐 に亘 り且制度 に重複す る所 を生 じ統一 を欠 くの嫌

　 いあるを以て之が整理統合 を行 い皇国の勤労体制 に順応せる社会保険制度の体系 を

　 確 立す る」保険制度 調査会 「労働年金保 険制度案答 申　希望決議」1940,前 掲書

　 『日本社会保険史』第2版,p.243。 「わが国 にお ける医療,年 金な どに係 わる社会

　 保険制度は,… …い くつ もの制度 に分立 している。 この制度間での給付や負担 につ

　 いて必ず しも合理的で ない格差が存在 している」堀勝洋 「現代社会保障 ・社会福祉
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　 の基本問題」 ミネル ヴァ書房,1997,pp.47-48。

16)　恩給等多少の例 を除 きほとんどの社会政策 は内務省社会局が主管 していた。 これ

　 に対応す る地方機 関 も道府 県社会課 もしくは主要都市社会課がほ とん ど唯一の もの

　 であつた。

　　 1939年 には文部省,農 林省,商 工省,逓 信省 等が独 自の援護事業 を開始 してい

　 る。 前掲 『社会事業年鑑』1940版 。 なお,伊 藤淑子 『社会福祉職発達史研究

　 米英 日三 ヶ国比較 による検討－ 』 ドメス出版,1996で は,方 面委員会や その後

　 援組織 に属する有給職員である書記が社会事業主事補 となった との記述がある。社

　 会事業主事及主事補は道府県社会課 に勤務 する地方官 であ り,そ の設置 は 「大正

　 14年12月 勅令第323号 」 による。社会事業法制定後は,そ のまま統制 監督 の任 に

　 ついた。著者の誤解 と思 われ る。

17)前 掲書 『厚生省20年 史』pp.215-218。

18)　中野実 は,年 金制度 の統合過程 を厚生省 を中心 に論 じている。 中野実 『現代 日本

　 の政策過程』東京大学 出版会,1992,pp.15-82。

19)　「総合国策十年計画」 冒頭解説。前掲書 『太平洋戦争への道　開戦外交史　別巻 資

　 料編』p.306。 以下,同 書 か らの引用 は次 の通 り。 「総合 国策十年計画」pp.306-

　 315,「 基本国策要綱」pp.320-321。 なお,原 文 は旧かな旧漢字 カタカナ表記。

20)厚 生省 「政綱政策 の要領」国立公文書館所蔵(昭 和15年7月24日 厚生省文書課

　 長発企画院文書課長宛)。

21)前 掲書 『厚生省20年 史』p.215。

22)　第一 趣 旨 「我国人口の急激 して且つ永続 的なる発展増殖 と資質 の飛躍的な向上

　 とを図 ると共 に東亜 に於ける指導力を確保 する為 その配置 を適正 にす るこ と特 に喫

　 緊の要務 な り」

23)　 「人的資源の需給調整並 びに維持培養 に努め,軍 需生産力の拡充 に遺憾なか らし

　 むる等事変の直接的影響に対処すべき……社会的経済的新情勢 に対応 し,積 極 的に

　 長期建設 的計画の実施 に協力 しもって我が国策の遂行 を可能な らしむ。」第二回人

　 口問題協議会政府諮問答申案1935?～1938?国 立公文書館所蔵(原 文は旧漢字カ

　 タカナ表記)。厚生省二十年史で は人口問題協議会設置を人口要綱以降 としてい る。

　 しか し,本 答 申案 は最終項(十 一)で 国立の人 口政策調査研究機 関設置を提言 して

　 い る。人 口問題研究所設置 は1939年8月 であ り,二 十年史の記述 と答 申案内容 は

　 矛盾 して いる。 また移民先 として中南米 を推奨 してい ることや厚生省 に関 して まっ

　 た く記載が ない ことな どか ら,こ の答申案 は十年計画以前 に作成 された と推測がで

　 きる。但 し,所 蔵分類では1939年(昭 和14年)に なっている。結局,作 成 日付が

　 本文中 には無 い為年代の特定はで きないが,こ うした内容か ら1935-1938の 間 に

　 作成 された と推測 しうる。
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24)　關山直太郎 「日本現下 の人口問題 と人 口政策」『日本 内地外地市町村別人 口表』

　 日本書房,1942(講 演速記録)。論者 は,当 時 「厚生省人 口問題 研究所」勤務。な

　 お,本 文 「人 口表」は,人 口問題研究所編 『日本人 ロの栞』1940と 同内容(「栞」

　 は当時内部文書)。

25)人 口要綱 自体 に も優生思想普及構想 の記載がある。第五(ト)「 優 生思想 の普及

　 を図 り,国 民優生法の強化徹底 を期すること」

26)第 一次大戦後 の人 口傾 向については,以 下 の著書に詳 しい。上 田貞二郎 『日本人

　 口政策』千倉書房,1935。

27)前 掲講演記録 「日本 現下の人 口問題 と人 口政策」。 なお,国 勢調査 によれば,

　 1925年 と1935年 を比較す る と,15歳 以上人 口に占 める未婚女性 の割合 は15.8%

　 か ら22.6%に 上昇 している。

28)厚 生省人 口問題研究所 『日本人 口の栞』1940。 この予測 は,現 代の人 口状況か ら

　 見てもほぼ正確な もので あった といえよ う。前掲講演記録 「日本現下 の人 口問題 と

　 人口政策」。

29)

30)

31)

32)

前掲人口問題協議会答申　三　人 口増殖力の維持 向上に関す る件。

前掲書 『厚生省二十年史』p219。

第五　資質増強の方策(ロ)前 段及 び第三段。

「大陸や南方の諸民族 と手 を携 え……満州開拓民は勿論 のこと,工 業者 や商業者,

　 その他 あ らゆ る知能 と技能 とを身につけた我国人が,満 州国に,北 支 に中支 に南支

　 に,将 又南洋諸地方 に,喜 び勇んで渡 り……大東亜 の…… その永遠 なる繁栄 を図る

　 こと……優れたる我国民の数 は,い くらあって も足 りる と言 うことはない」前掲講

　 演記録 「日本現下の人口問題 と人口政策」p．74。

33)　 「産業並 びに地域的国民配置計画案要 旨」十三。

34)社 会保 障制度 の枠 を広 くとることは,以 後,日 本 の社会保 障行政 の基本 となっ

　 た。1950年 の社会保障制度審議会 の勧告 で も,こ の枠組みは,ほ とん どそのまま

　 継承 され,現 在 に至っている。前述の ように社会保障制度 の統一 は,第 二次世界大

　 戦後 もしば しば課題 として取 り上 げられるが,ほ とん ど成功 していない。

35)最 も典型的 な例 は,方 面委員制度である。社会福祉主事制度発足後 も民生委員制

　 度 は,継 続 されている。(後述)

36)総 理府 『長寿社会対策大綱 フォローアップ調査』1987～1990。 この大綱以前か ら

　 の各省庁 による高齢者施策のほ とん どが,大 綱 による施策 として位置づ けられてい

　 る。

37)

38)

39)

50

人口問題審議会 『人 口白書』1959,p.114。

人口問題審議会 『日本人口の動向―― 静止人 口をめざ して―― 』。

救護法上の救護対象者や個別事例,統 計 を見 る限 りでは,救 助は貧困者本人への
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　 給付であ り,結 果的に家族への給付 も生 じた と言 うことができる。健康保険 も成立

　 時 は被保険者本人 のみの給付であ り家族給付 はかな り後になって実現す る。

40)　 新藤宗幸 『福祉行政 と官僚制』岩波書店,1995,p.46。

41)社 会保障パラダ イムについては,拙 稿 「占領初期 『理想的社会保障』構想 の展開

　 過程」『岐阜経済大学論集』第36巻 第4号 を参照。

42)社 会保 険労務士 と税理士の職能分野(税 理士 は,社 会保 険労務士の業務 の一部 を

　 行 うことが可能,逆 は不可)や 社会的評価を比較 して も,社 会保障の専 門性 は低い

　 と言 うことがで きる。

43)初 出,拙 稿 「戦争計画 として の社会保障の形成(人 口政策確立要綱 を中心 とし

　 て)」桜美林大学大学院 『マ ジス』2号,1997,pp,116-117。 但 し,改 稿 してあ る。

44)　社会保障制度審議会 「社会保障制度 に関する勧告」前文

45)Scapin5812-A"Report　 of　the　Social　Security　Mission"1948.

46)文 部省統計数理研究所国民性調査委員会 『第三 日本人 の国民性調査』1964,第1

　 回1953年 ～5年 ごとの継続調査

　 　 〈一番大切 な もの〉は,1953年 代1回 調査 以来常 に 〈家族 〉または,〈 子供〉であ

　 る。 また,〈大切な道徳〉は1968年 調査で問 を設 けて以来 〈親孝行〉が常 に1位 を

　 占めている。 〈個人 を優 先するか家族 を優先す るか〉とい う問 には,男 女 を問わず

　 半数 以上が 〈家族 を優先す る〉と答 えている。子供 の半数以上が,社 会的 に独立 し

　 た後 も(就 職 し或 は結婚 した後 まで)〈困った ことをまず親 に相談す る〉と回答 し

　 てい る。国 と個人の関係 についてみる と,〈国(日 本)が よ くなる ことも個人が幸

　 福になることも同 じである〉とす る回答が常に最 も多い。

47)　総理府 『長寿社会に関す る調査』1992,高 齢者介護の役割 は家族(配 偶 者又 は子

　 供)と した もの79.2%。

　 　 経済企画庁 国民生活局 『家族 と社会に関する意識調査』1994,同 様 の問いに対 し

　 主 たる介護者 は家族 とした もの91.7%。 従た る介護者 の27.2%が 公的機関 となっ

　 てお り,公 的介護 は家族 を補完する とい う意識が強 い。

48)社 会保障研究会 『社会保障案 』1946。

49)社 会保険制度調査会 「社会保障制度要綱」厚生省保 険局 『社会保 険時報 』第21

　 巻第9号,1947.10,pp.23-24。

50)　 「援護 は標準世帯(5人)に 付 き月額200円 とし世帯人員 に応 じ増減す る……援

　 護 は世 帯 の実情 に応 じ…… これ を行 う」CLO1484『 救 済 福 祉 に 関 す る件 』

　 　1945.12.31。

　 　　「標 準世帯(1世 帯5人 家族)に あ りて は……一応 の標 準限度額……其 の世帯 の

　 　実情 に即 し給与額 の増額 を為 し得 る」『救済福祉 に関する政府決定事項 に関 する件

　 　報告』1946。4.30。
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51)保 育園の措置要件 は 「保育に欠 ける」乳幼児であることだが,こ の場合同居又 は

　 近隣に居住 してい る祖父母の養育 まで調査 の対象になる。 また,保 育料 の算定 は,

　 生計同一者(同 居親族 の全て)の 所得の合算 による。
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